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エネルギー管理統括者等の兼任及び外部委託に関する承認基準について

省エネ法改正により、特定事業者、特定連鎖化事業者は、事業の実施を統括管理する『エネル
ギー管理統括者』、及びその補佐を行う『エネルギー管理企画推進者』を選任することが必要。

また、エネルギー管理指定工場等については、現行省エネ法と同じくエネルギー管理者又はエ
ネルギー管理員を選任することが必要。

条件：法律上「事業の実施を統括管理する者」（役員クラスを想
定）をもって充てるとされており、事業経営の一環として、
事業者全体の鳥瞰的なエネルギー管理を行い得る者

役割： ①経営的視点を踏まえた取組の推進
②中長期計画のとりまとめ
③現場管理に係る企画立案、実務の実施

エネルギー管理統括者

条件： エネルギー管理講習修了者 又は
エネルギー管理士の資格を有している者

役割： エネルギー管理統括者の職務を実務面から支えること

エネルギー管理企画推進者

条件： 現行省エネ法どおり。
役割： 現行法に引き続き、エネルギー管理指定工場等の現場

におけるエネルギー管理を実施し、エネルギー管理統
括者及びエネルギー管理企画推進者と連携しつつ、経
営判断に基づく組織的な取組を実施することにより、事
業者全体として効率的かつ効果的な省エネルギー対
策を図ること

エネルギー管理者及びエネルギー管理員

原則として、これらの役職を
同一人物が複数兼任するこ
とや、他事業者に外部委託
することを認めていないが、
条件を満たし、かつ、経済産
業局が承認した場合に限り
行うことができる。

【条件については、１．～８．
参照】

１

別紙２



自社の者を兼任

外部委託

兼任あり
（複数の特定事業者から選任）

兼任なし
（１の特定事業者からのみ選任）

エネルギー
管理統括者 ×

特別目的事業体※が

特定事業者である場合のみ
複数の兼任による
外部委託可

【３．～４．参照】

個人又は特別目的事業体が
特定事業者である場合のみ

外部委託可

エネルギー
管理企画
推進者

自社の「エネルギー
管理者・管理員」との

兼任可
【１．参照】 外部委託可

【７．～８．参照】

エネルギー
管理者・管理

員

自社の「エネルギー管理企
画推進者」との

兼任可
【２．参照】

同一敷地又は隣接し、かつ、
管理が一体的である工場等
の場合のみ兼任による

外部委託可
【５．参照】

エネルギー管理統括者などの『兼任』及び『外部委託』は、一定の条件を満たし、かつ、経済産
業局が承認した場合に限り行うことができる。

承認基準の概要

※１ 資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を
営む不動産投資法人、合同会社等の事業体をいう。以下同じ。

※２ 提出書類の作成・提出は原則として自社が行うものである。エネルギー管理者（員）等の外部委託を行う場合には、行政書士法の規定を遵守。 ２

【６．参照】



特定事業者 Ａ
※特定連鎖化事業者のケースも含む

１．エネルギー管理企画推進者の兼任に関する承認基準

３

【条件】
① 業務に支障がない
② エネルギー管理士又はエネルギー管理講習修
了者

③ 十分な時間の確保、管理統括者との情報共有
④ 管理者（管理員）の職務を２回／週以上行う
⑤ 兼任させようとする者がエネルギー管理者（管
理員）の兼務を行っていない

⑥ 兼任させようとする者が他社のエネルギー管理
者（管理員）でない

⑦ Ａが経済産業局へ届出

施行規則６条の４第２項＆承認基準２．（３）
エネルギー管理者
エネルギー管理員

エネルギー管理企画推進者

特定事業者Ａのエネルギー管理者又は管理員を特定事業者Ａのエネルギー管理企
画推進者として兼任させようとする場合



特定事業者 Ａ
※特定連鎖化事業者のケースも含む

２．エネルギー管理者・管理員の兼任に関する承認基準

４

【条件】
① 業務に支障がない
② エネルギー管理士（エネルギー管理員の場合には
エネルギー管理講習修了者でも可）

③ 十分な時間の確保、管理者との情報共有
④ 管理者の職務を２回／週以上行う
⑤ 兼任させようとする者がエネルギー管理者又は管
理員の兼任を行っていない

⑥ 兼任させようとする者が他社のエネルギー管理企
画推進者でない

⑦ Ａが経済産業局へ届出

管理者；施行規則 ８条２項＆承認基準３．（２）
管理員；施行規則１１条２項＆承認基準４．（２）及び５．（２）

エネルギー管理者
エネルギー管理員

エネルギー管理企画推進者

特定事業者Ａのエネルギー管理企画推進者を特定事業者Ａのエネルギー管理者又は
管理員として兼任させようとする場合



【条件】
① 業務に支障がない
② Ａ及びＢともに証券化された不動産に
おける特別目的事業体に該当

③ 十分な時間の確保、エネルギー管理
企画推進者との情報共有

④ 兼任させようとする者が、エネルギー
管理企画推進者、管理者又は管理
員に選任されていない

⑤ Ｂが経済産業局へ届出

施行規則６条第２項＆承認基準１．（１）

※「６．エネルギー管理統括者の外部委託に
関する承認基準」（８ｐ）についても併せて
満たす必要があります。

３．エネルギー管理統括者の兼任に関する承認基準

５

エネルギー管理統括者
エネルギー管理統括者

特定事業者Ａのエネルギー管理統括者を特定事業者Ｂのエネルギー管理統括者と
して兼任させようとする場合

特定事業者 Ａ
※特定連鎖化事業者のケースも含む

特定事業者 Ｂ
※特定連鎖化事業者のケースも含む



【条件】
① 業務に支障がない
② Ａ及びＢともに特別目的事業体に
該当

③ エネルギー管理士又はエネルギー
管理講習修了者

④ 十分な時間の確保、管理統括者と
の情報共有

⑤ 兼任させようとする者が、エネル
ギー管理統括者、管理者又は管理
員に選任されていない

⑥ Ｂが経済産業局へ届出

施行規則６の４第２項＆承認基準２．（２）

※「７．エネルギー管理企画推進者の外部
委託に関する承認基準」（９ｐ）について
も併せて満たす必要があります。

４．エネルギー管理企画推進者の兼任に関する承認基準

６

エネルギー管理企画推進者

エネルギー管理企画推進者

特定事業者Ａのエネルギー管理企画推進者を特定事業者Ｂのエネルギー管理企
画推進者として兼任させようとする場合

特定事業者 Ａ
※特定連鎖化事業者のケースも含む

特定事業者 Ｂ
※特定連鎖化事業者のケースも含む



５．エネルギー管理者・管理員の兼任に関する承認基準

７

【条件】
① 業務に支障がない

② エネルギー管理士（エネルギー管理員の場合に
はエネルギー管理講習修了者でも可）

③ エネルギー管理者を兼任できるのはｂ工場に既
に他の工場と兼任している管理者がいないこと

④ エネルギー管理士でない場合、第２種指定工場
において管理員の兼任を行えるのは、業務部門
及び製造部門の事務所に限定

⑤ ａ工場等とｂ工場等が同一敷地又は隣接し、かつ、
管理が一体

⑥ 兼務は３工場まで
⑦ 管理するエネルギー使用量が２万ｋｌ未満
⑧ 管理者の職務を２回／週以上行う
⑨ 兼任させようとする者が連絡できる責任者を選任
⑩ ａ工場の同意が得られている
⑪ Ｂが経済産業局へ届出

管理者；施行規則 ８条２項＆承認基準３．（３）
管理者；施行規則 １１条２項＆承認基準４．（３）及び５．（３）

特定事業者 Ｂ
※特定連鎖化事業者のケースも含む

ｂ工場等ａ工場等

エネルギー管理者
エネルギー管理員

特定事業者 Ａ
※特定連鎖化事業者のケースも含む

特定事業者Ａのエネルギー管理者又は管理員を特定事業者Ｂのエネルギー管理者又
は管理員として選任しようとする場合



６．エネルギー管理統括者の外部委託に関する承認基準

８

エネルギー管理統括者

特定事業者 Ａ
※特定連鎖化事業者のケースも含む

外部の者 Ｂ

【条件２】
エネルギー企画推進者、管理者
又は管理員に選任されていない

承認基準１．

【条件１】
① Ａが個人又は特別目的事業体に該
当

② 組織的な取組みの実施
③ ＡＢ間で以下の事項に関し契約書
を締結

・業務内容（法で定める事項）
・外部委託する者Ｂの特定
・Ｂによる職務遂行と業務報告
・Ａによる業務結果の確認と業務報
告の保存
・Ａの従業員による、Ｂからの指示に
対する遵守

④ Ａが経済産業局へ契約書の写しを
提出

特定事業者Ａのエネルギー管理統括者をＢに外部委託しようとする場合



７．エネルギー管理企画推進者の外部委託に関する承認基準

９

エネルギー管理企画推進者

特定事業者 Ａ
※特定連鎖化事業者のケースも含む

外部の者 Ｂ

承認基準２．

【条件１】
① 組織的な取組みの実施

② ＡＢ間で以下の事項に関し契
約書を締結

・業務内容（法で定める事項）
・外部委託する者Ｂの特定
・Ｂによる職務遂行と業務報告

・Ａによる業務結果の確認と業務
報告の保存

・Ａの従業員による、Ｂからの指
示に対する遵守

③ Ａが経済産業局へ契約書の写
しを提出

特定事業者Ａのエネルギー管理企画推進者をＢに外部委託しようとする場合

【条件２】
① エネルギー管理士又はエネル

ギー管理講習修了者
② エネルギー管理統括者、企画推

進者、管理者又は管理員に選
任されていない（ただし、特別目
的事業体が、現に企画推進者
に選任されている者を外部委託
する場合は除く）



１０

エネルギー管理者
エネルギー管理員

特定事業者 Ａ
工場（事業所）

※特定連鎖化事業者のケースも含む

外部の者 Ｂ

８．エネルギー管理者・管理員の外部委託に関する承認基準

【条件２】
① エネルギー管理統括者、企画

推進者、管理者又は管理員
に選任されていない

【条件３】
① エネルギー管理者の場合

→エネルギー管理士
② エネルギー管理員の場合

→エネルギー管理士又はエ
ネルギー管理講習修了者

承認基準３．及び４．

【条件１】
① 組織的な取組み

② ＡＢ間で以下の事項に関し契約
書を締結

・業務内容（法で定める事項）
・外部委託する者Ｂの特定
・Ｂによる職務遂行と業務報告

・Ａによる業務結果の確認と業務
報告の保存

・Ａによる、Ｂからの意見に対する
尊重

・Ａの従業員による、Ｂからの指
示に対する遵守

③ Ａが経済産業局へ契約書の写
しを提出

特定事業者Ａのエネルギー管理者又は管理員をＢに外部委託しようとする場合


